
証券コード　5386
平成30年６月11日

株 主 各 位
愛知県半田市州の崎町２番地12

代表取締役社長 鶴  見   哲

第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、平成30年６月25日（月曜日）午後５時までに到着するようご返送
くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時

２．場 所 愛知県半田市州の崎町２番地12　当社本社４階ホール

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第51期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.try110.com）に修正
後の事項を掲載させていただきます。

◎当日、代理人により議決権を行使される場合は当社の定款の定めにより、議決
権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。
ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎当日、当社ではクールビズにて対応させていただきますので、ご了承ください
ますようお願い申しあげます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（自　平成29年４月 1日
至　平成30年３月31日）

１．株式会社の現況に関する事項

(1)　事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府及び日銀による経済政策によっ

て、引き続き企業業績や雇用環境、所得が底堅く推移し、緩やかな改善傾向

が当事業年度を通じて継続いたしました。

しかしながら、住宅市場におきましては、住宅ローン金利や政府による住

宅取得支援策等があったものの、注文住宅を中心とした持家着工戸数は前年

を下回って推移いたしました。その一方で、一次取得者層をターゲットとし

た戸建の分譲住宅（建売）は前年を上回る水準で推移し、結果として低価格

の住宅の増加によって、当社の生産する粘土瓦といった高付加価値の住宅用

建材においては、厳しい需要環境下に置かれております。

このような経営環境のもと、当社は、大手ハウスメーカーを中心として高

所得者層をターゲットとした商品展開が行われていることを背景に、平成29

年10月には、新たな事業として研究開発を進めている陶板を屋根材利用とす

る新たな高付加価値製品「スーパートライ美軽（みがる）」を発売いたしま

した。さらに、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）促進を背景と

して、増加傾向にある太陽光発電システム搭載に有利な緩勾配の片流れ屋根

でも防水性を高める「スーパートライ１１０タイプⅠ Ｐｌｕｓ」を平成30

年４月に市場投入するなど活発な研究開発活動を推進して参りました。し

かしながら、売上高に関しましては、持家着工戸数の減少に加え、平成29年

３月期に太陽光発電システムの大型案件及び熊本地震による補修需要があ

ったため、前年同期比10.2％減の8,062百万円となりました。

一方で、損益面につきましては、原油価格の上昇によるエネルギーコスト

の増加、売上高の減少に伴う工場稼働率低下によって固定費負担が増加した

結果、売上原価率は、前年同期比3.9ポイント増の75.0％となり、売上総利

益は前年同期比22.2％減の2,015百万円となりました。

なお、より効率的な生産体制を目指す目的で受注生産方式の導入を図った

結果、平成29年３月期末と比較して、商品及び製品の棚卸資産が108百万円

減少し、過剰在庫が抑制され、借入金の返済と合わせて、財務体質の健全化

が一層進みました。
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この結果、当事業年度の業績は、売上高8,062百万円（前年同期比10.2％

減）、営業利益68百万円（前年同期比86.8％減）、経常利益77百万円（前年

同期比85.0％減）、当期純利益16百万円（前年同期比95.1％減）となりました。

なお、本社所在地に隣接する衣浦木材団地水面貯木場につきまして、関係

企業が共同出資する土地整備事業が完了し、所有する土地の寄付等を行った

結果、19百万円の特別損失が発生しております。

(2)　設備投資の状況

当事業年度に実施しました設備投資の総額は、31百万円であります。

(3)　資金調達の状況

当事業年度における増資あるいは社債の発行はありません。
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(4)　対処すべき課題

当事業年度における住宅産業界は、前年を下回る持家着工戸数で推移し、

加えて少子高齢化による人口減少や人口の都市部集中などが顕在化してお

り、住宅取得に対する政府施策や消費税増税などの要素と合わさって、今後

も不安定な市場環境が続くことが予想されます。

　そのような状況下、当社としましては、中期経営計画（平成31年３月期～

平成33年３月期）を新たに策定いたしました。そのビジョンを「わくわくす

る　げんきな会社」と定め、下記の基本戦略を軸に具体的施策を進めること

で、企業価値の一層の向上を目指しております。

製造部門、営業部門、管理部門がそれぞれのミッションを掲げ、目標達

成を目指します。

① 環境面など市場ニーズに即した高付加価値な製品の開発

② ものづくりの現場における過剰在庫及びコスト抑制と、品質・生産性

向上の更なる推進

③ 営業活動体制の刷新と、住宅市場における粘土瓦の優位性訴求を通じ

た鶴弥ブランドの拡大

④ 人材教育・技術の伝承を推進し、市場環境に対応できる人的体制の構築

⑤ 陶板事業をはじめとした、新たな市場・製品における事業拡大

特に粘土瓦の製造販売事業と並ぶ経営の２本柱とすることを目的とした

新事業「陶板事業」については、壁材としての利用だけでなく、全く新たな

屋根材として陶板屋根材「スーパートライ美軽（みがる）」を市場投入いた

しました。陶板事業は、販売拡大及び量産体制の構築に向け、積極的に営業

活動・研究開発活動を推し進めて参ります。その一方、粘土瓦事業の生産体

制においても、引き続き、過剰在庫を抑制し、より効率的で需要動向に柔軟

な生産体制を構築することを目指しております。

当社は、厳しい市場環境下にあっても、強固な経営基盤を維持・拡大する

ことを目標に、企業として高いモチベーションを持って、事業活動を拡充し

ていくための施策を継続して推進してまいります。
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(5)　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第48期

(平成27年３月期)
第49期

(平成28年３月期)
第50期

(平成29年３月期)

第51期
(当事業年度)

(平成30年３月期)

売 上 高(百万円) 9,117 9,025 8,975 8,062

経 常 利 益(百万円) 201 505 513 77

当 期 純 利 益(百万円) 104 247 336 16

１株当たり当期純利益 (円) 13.48 31.96 43.34 2.16

総 資 産(百万円) 17,279 17,406 17,021 16,748

純 資 産(百万円) 10,893 11,085 11,344 11,267

１株当たり純資産額 (円) 1,404.30 1,429.04 1,462.40 1,471.93

（注）第51期（当事業年度）の事業の状況につきましては、前記２頁の「事業の経過及びその

成果」のとおりであります。

(6)　主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

当社の主要な事業内容は、粘土瓦の製造・販売、屋根工事の請負・施工、

陶板壁材の製造・販売及び建築資材の開発・販売並びにこれに付帯関連する

一切の事業を行っております。

製品　・・・・　Ｊ形粘土瓦・Ｆ形粘土瓦・Ｍ形粘土瓦・陶板壁材

(7)　重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(8)　主要な事業所及び営業所・工場（平成30年３月31日現在）

本社………… 愛知県半田市 北陸支店……富山県小矢部市

仙台営業所… 宮城県仙台市 本社工場……愛知県半田市

西尾工場…… 愛知県西尾市 衣浦工場……愛知県半田市

阿久比工場… 愛知県知多郡阿久比町

(9)　使用人の状況（平成30年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

423名 2名増 41.1歳 14.0年

（注）　使用人数は就業員数であります。
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(10)　主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 975百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 725

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 725

信 金 中 央 金 庫 400

（注）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日をもって株式会社三菱ＵＦＪ銀行に社

名変更しております。

２．会社の株式に関する事項（平成30年３月31日現在）

(1)　発行可能株式総数 25,000,000株

(2)　発行済株式の総数 7,767,800株（自己株式112,798株を含む。）

(3)　株主数 2,554名

(4)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

鶴 見 　 哲 1,551千株 20.2％

有 限 会 社 ト ラ イ 595 7.7

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 310 4.0

株 式 会 社 三菱東京ＵＦＪ銀行 308 4.0

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 308 4.0

遠 山 和 子 251 3.2

鶴 見 綾 子 221 2.8

鶴 　 見 　 日 出 雄 132 1.7

岡 崎 信 用 金 庫 132 1.7

細 井 芳 美 132 1.7

（注）１．持株比率は、自己株式（112,798株）を控除して計算しております。

２．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日をもって株式会社三菱ＵＦＪ銀行

に社名変更しております。

(5)　その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1)　取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

鶴 　 見 　 　 　 哲 代　表　取　締　役　社　長

山 　 内 　 浩 　 一 常務取締役（管理本部)

榎 　 本 　 　 　 守 常務取締役（製造本部）

三 井 真 司 取　締　役（阿久比工場長）

満 田 勝 己 取　締　役（営業部長）

髙 垣 俊 壽 取　締　役

有限会社髙垣経営技術代表

取締役

大連日光企業コンサルタン

ト有限公司副董事長

稲 田 康 孝 監　査　役（常勤）

鶴 見 秀 夫 監　査　役 弁護士

髙 須 　 光 監　査　役

税理士法人高須会計事務所

代表社員

アイシン精機株式会社社外

監査役

（注）　１．取締役髙垣俊壽氏は、社外取締役であります。

２．監査役稲田康孝氏及び監査役鶴見秀夫氏は、社外監査役であります。

３．監査役稲田康孝氏は、会計事務所・愛知県中小企業団体中央会に長年にわたり在籍

しており、主に財務及び会計業務に従事していたことから、この分野に関する相当

程度の知見を有するものであります。

４．監査役髙須光氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。

５．当社は、監査役稲田康孝氏及び監査役鶴見秀夫氏を東京証券取引所及び名古屋証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。

６．当社は定款にて、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役との責任

限定契約を締結できる旨を設けておりますが、取締役（業務執行取締役等である者

を除く）及び監査役とは責任限定契約を締結しておりません。

(2)　事業年度中に退任した取締役

氏　　　名 退　任　日 退任事由
退任時の地位・担当及び

重要な兼職の状況

樫 尾 清 勇 平成2 9年６月2 8日 辞　任 取締役（営業部長）

－ 7 －

当社の会社役員に関する事項



(3)　執行役員の状況（平成30年３月31日現在）

氏 名 地 位 担 当

加 藤 正 司 執 行 役 員 開発部長

根 崎 尚 樹 執 行 役 員 本社工場長

佐 伯 　 功 執 行 役 員 西尾工場長兼衣浦工場長

角 森 一 夫 執 行 役 員 社長室長兼経理室長

(4)　取締役及び監査役の報酬等

　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 7名 119百万円

（うち社外取締役） (1) (3)

監 査 役 3 13

（うち社外監査役） (2) (11)

合 計 10 132

（うち社外役員） (3) (14)

 (注) 　１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与15百万円は含ま

れておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成23年６月23日開催の第44期定時株主総会におい

て、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）で決議いた

だいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成23年６月23日開催の第44期定時株主総会におい

て、年額30百万円以内と決議いただいております。

４．報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額26百万円

（取締役６名に対し25百万円及び監査役１名に対し０百万円）が含まれてお

ります。
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(5)　役員報酬等の額の決定に関する方針

　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等につきましては公正性と透

明性を確保するため、代表取締役と独立役員とが意見調整を行い、各人の役

位、職責、在任期間、常勤、非常勤等を勘案するとともに、当社の業績や個

人の実績を考慮したうえ、相当と判断される金額を答申し、それに基づき取

締役報酬は取締役会で、監査役報酬は監査役会で、以下の方針に基づき決定

しております。

１．取締役

①　月額報酬は定額とする。

②　利益連動給与は役員規定に基づき算定する。

③　退職慰労金は役員退任慰労金支給内規に基づき算定する。

２．監査役

①　月額報酬は定額とする。

②　退職慰労金は役員退任慰労金支給内規に基づき算定する。

３．非常勤役員

①　月額報酬は定額とする。

(6)　社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役髙垣俊壽氏は、有限会社髙垣経営技術代表取締役及び大連日

光企業コンサルタント有限公司副董事長であります。当社と各兼職

先との間には特別の関係はありません。

・監査役鶴見秀夫氏は、鶴見法律事務所の弁護士であります。当社と

兼職先との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 髙 垣 俊 壽
　当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、経

営者としての豊富な経験を活かし、適宜発言を行っております。

監 査 役 稲 田 康 孝

　当事業年度に開催された取締役会15回・監査役会８回の全てに

出席し、会計業務の経験を活かし、財務及び会計に関する専門的

見地から適宜発言を行っております。

監 査 役 鶴 見 秀 夫

　当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回、監査役会８

回のうち８回に出席し、弁護士として専門的見地から適宜発言を

行っております。
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５．会計監査人に関する事項

(1)　会計監査人の名称

監査法人東海会計社
 

（注）当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、平成29年

６月28日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了に

より退任いたしました。

(2)　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支　払　額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 11百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他、財産上の利益の合計額 11百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載

しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人

の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3)　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。

(4)　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要及び

当該体制の運用状況

　当社は、取締役会において、当社の業務の適正を確保するための内部統制シ
ステムに関する基本方針について次のとおり決定し、これを「経営管理総則」
に定め全社に周知徹底を図っております。

(1)　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

①　当社は、行動指針など経営管理に関する基本事項を「経営管理総則」

（平成17年６月１日制定）に定め、役員等（「役員及び従業員を指す」以

下同じ）に本総則の内容を周知徹底することによって、各役員等は社会的

責任を自覚するとともに、法令を遵守し、公正な競争を通じて業績を向上

させ、かつ、社会的良識をもって行動するよう努める。

②　当社は、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を本総則に明文化

し、内部通報者の保護を図るとともに、不正・不法行為の早期発見と是正

に努める。

③　当社は、反社会的勢力等への対応に関する行動指針及び社内規定を定

め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等に対しては、顧問弁

護士や警察等とも連携し、次のとおり、毅然とした姿勢で組織的に対応す

る。

ⅰ　社長は、「社会的秩序を乱すような反社会的勢力を断固として排除す

ること」を行動指針に掲げ、社長自らこの指針を実践し、より健全な経

済・社会の発展に貢献する。

ⅱ　当社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等に対しては

断固として対決する。

ⅲ　役員等は、一人ひとりが得意先等との意思の疎通を、不祥事の防止、

法令及び社内規定の遵守等を徹底し、トラブルを未然に防止するよう努

める。

ⅳ　当社は、反社会的勢力の介入を未然に防止するために、その介入時の

対応を社内規定に定め、役員等が毅然とした態度で臨み、反社会的勢力

に介入する隙を与えないよう努める。

④　当社は、内部監査人による自主監査を実施し、役員等の関連法規や社内

規定の遵守状況とリスク管理を目的とした内部統制システムの整備状況

を継続的に検証する。

【運用状況】

　行動指針の順守を徹底するとともに、内部統制システムの適切な運用に

より、法令・定款等に則って職務を遂行しております。
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(2)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務執行に関する情報は、取締役会、経営会議等の議事録に特

定し、議事録は法令又は社内規定に規定する方法で作成し、適切に保管及

び保存する。

②　取締役及び監査役は､ それらの情報を必要の都度閲覧することができる。

【運用状況】

　各種規定に則り、適切に情報の保存及び管理を行っております。

(3)　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

①　当社のビジネスリスクの管理方法の基本は、「経営管理総則」に規定する。

②　当社は、損失のリスク管理に関して、鶴弥マネジメントシステムを構築

することで、社内に安全衛生委員会（又は安全衛生推進委員会）、品質会

議、経営会議等の会議体を設置し、品質の向上、環境の保全、安全衛生の

向上を図る。

③　各部門におけるビジネスリスクや情報セキュリティはそれぞれの部門

で管理し、重要リスクが発生した場合には、取締役会に報告し、そこで対

処方法を審議する。

④　組織的なビジネスリスクや不測の事態が発生した場合には、「経営管理

総則」に規定する経営危機管理又は地震等被害対策の規定に従い対処す

る。

【運用状況】

　リスクの発生可能性につながる事項について社内で情報共有し、リスク

を事前に回避し、 またリスク顕在化時にも影響が最小限となるよう、業

務を遂行しております。

(4)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　当社は、経営の意思決定を迅速に行い、取締役の職務執行が効率的に行

われることを確保するために、取締役会規則に従い、毎月、定例取締役会

を開催するほか、必要の都度、臨時取締役会を開催する。

②　当社の経営に関する重要事項については、必要に応じて、社長の諮問機

関である経営会議や経営危機対策委員会等の審議を経て、取締役会がその

執行を決定する。担当取締役は取締役会が決定した業務の執行状況につ

いて、取締役会に適宜の方法で報告する。

【運用状況】

　取締役会並びに経営会議において業務の分担を受けた取締役が毎月業

務執行状況の報告を行っております。
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(5)　使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　社長は、経営に影響を与える業務活動に従事する全社員に対するレベル

の枠組と教育訓練制度並びに人事考課制度を計画的に確立する。

②　当社は、財務報告適正性を確保するための業務管理体制を「業務管理方

針」に基づき整備し、主要業務の社員用業務マニュアル化と責任と権限の

明確化を推進する。

③　社内規定及び関係法令の整備を行う。

【運用状況】

　個人情報保護教育、情報セキュリティ教育を含む教育訓練制度によって

コンプライアンスの啓発を推進し、法令及び定款を遵守するための取り組

みを進めております。また、人事考課制度、社内規定の整備を継続的に取

り組んでおります。

(6)　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事

項

①　当社は、監査役監査に支障をきたす事態が発生し、監査役会から監査役

の職務を補佐する専従社員の配置要請がある場合には、内部監査室に監査

役監査の補助に専念できる、取締役の指揮命令系統から独立した専従社員

を配置する。

②　当社は、監査役の職務を補佐する専従社員の人事異動、人事評価並びに

懲戒処分に関し、監査役会の同意権を明確にする。

【運用状況】

　常勤監査役と人事担当の責任者が常に情報共有を密にしており、監査役

会の要請に対して迅速に対応するようにしております。

(7)　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

①　取締役及び使用人は、法令又は定款に定める事項に加え、業務の遂行上

重大な影響を及ぼす事項や内部監査の結果と改善状況、内部通報制度を利

用した通報の状況及びその内容、その他監査役が監査役監査の判断を下す

うえで必要とする事項について、遅滞なく、報告又は情報の提供を行う。

【運用状況】

　　監査役が社内の重要会議に出席し、社内の情報共有を行っております。

また、監査役への報告については、経営管理総則の通報者の保護規定を適

用し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いとすることを禁じ

ております。
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(8)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役が、監査役監査を実効的に行うために、上記「(6)」及び「(7)」

に記載する事項以外に、次の体制を確実にする。

ⅰ　監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて、意見を述べることがで

きる。

ⅱ　監査役は、必要に応じて、取締役会以外の重要会議又は主要会議に出

席することができる。

ⅲ　監査役は、内部監査人に対し、監査結果の報告を求めることができ

る。

ⅳ　監査役は、会計監査人に対し、法定報告事項以外の報告を求めること

ができる。

②　監査役は、取締役、部署長並びに社員から、前記「ⅰ～ⅳ」以外の報告

を求めることができる。

【運用状況】

　監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を持ち、効率的な

監査が行われるよう情報共有しております。

　また、監査役の職務の執行について生ずる費用等については必要額を予

算計上の上、当該費用等が発生した場合、速やかに支払うことにより、監

査役の活動が制約なく行われるようにしております。

７．会社の支配に関する基本方針に関する事項

該当事項はありません。

８．剰余金の配当等に関する基本方針

当社の利益配分の基本的な考え方は、粘土瓦業界の中で最新の生産技術を保

持し、高い生産力と競争力を継続的に保ちながら成長を続けていくために、設

備の更新や新工場の建設等を慎重かつ大胆に実行していく必要性を認識すると

ともに、将来に向けた安定的な収益基盤づくりのための内部留保を考慮しつつ、

業績に応じた適正で安定的な配当を継続して行います。

当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき５円00銭とさせていた

だきます。すでに平成29年12月５日に実施済みの中間配当金１株当たり５円00

銭とあわせまして、年間配当金は１株当たり10円00銭の剰余金配当を予定して

おります。
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貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

未 成 工 事 支 出 金

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 　 　 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 　 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

水 道 施 設 利 用 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

4,785,275

1,818,961

779,466

156,185

957,647

814,910

44,883

2,897

125,990

9,390

74,234

5,931

△5,224

11,962,773

11,153,620

1,255,468

66,629

595,569

6,347

119,384

9,104,672

5,548

69,150

56,191

3,129

9,829

740,001

569,705

40,164

24,400

240

105,491

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 4,492,407

支 払 手 形 192,393

電 子 記 録 債 務 900,845

買 掛 金 323,070

短 期 借 入 金 2,000,000

１年内返済予定の長期借入金 400,000

未 払 金 170,599

未 払 費 用 211,737

未 払 法 人 税 等 43,002

未 払 消 費 税 等 16,669

前 受 金 12,731

預 り 金 34,399

賞 与 引 当 金 186,958

固 定 負 債 987,978

長 期 借 入 金 425,000

繰 延 税 金 負 債 57,478

退 職 給 付 引 当 金 125,731

役員退職慰労引当金 322,019

そ の 他 57,750

負 債 合 計 5,480,385

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 11,000,804

資 本 金 2,144,134

資 本 剰 余 金 2,967,191

資 本 準 備 金 2,967,134

その他資本剰余金 57

利 益 剰 余 金 5,942,861

利 益 準 備 金 110,163

その他利益剰余金 5,832,698

特別償却準備金 26,797

固定資産圧縮積立金 19,057

別 途 積 立 金 2,050,000

繰越利益剰余金 3,736,842

自 己 株 式 △53,382

評価・換算差額等 266,857

その他有価証券評価差額金 266,857

純 資 産 合 計 11,267,662

資 産 合 計 16,748,048 負 債 ・ 純 資 産 合 計 16,748,048

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,062,302

売 上 原 価 6,046,918

売 上 総 利 益 2,015,383

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,947,116

営 業 利 益 68,266

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,106

そ の 他 営 業 外 収 益 34,188 48,295

営 業 外 費 用

支 払 利 息 20,284

手 形 売 却 損 1,307

そ の 他 営 業 外 費 用 17,725 39,317

経 常 利 益 77,245

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 4,577

土 地 の 寄 付 等 に よ る 損 失 19,061 23,639

税 引 前 当 期 純 利 益 53,605

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 54,033

法 人 税 等 調 整 額 △17,016 37,017

当 期 純 利 益 16,588

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資 本 剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
合 計特 別 償 却

準 備 金
固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成29年４月1日
期 首 残 高

2,144,134 2,967,134 57 2,967,191 110,163 35,701 19,699 2,050,000 3,807,163 6,022,727

当 期 変 動 額

特別償却準備
金 の 取 崩

△8,903 8,903 －

固定資産圧縮
積立金の取崩

△641 641 －

剰余金の配当 △96,454 △96,454

当期純利益 16,588 16,588

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － △8,903 △641 － △70,321 △79,866

平成30年3月31日
期 末 残 高

2,144,134 2,967,134 57 2,967,191 110,163 26,797 19,057 2,050,000 3,736,842 5,942,861

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差額
等 合 計

平成29年４月1日
期 首 残 高

△5,813 11,128,240 216,051 216,051 11,344,291

当 期 変 動 額

特別償却準備
金 の 取 崩

－ －

固定資産圧縮
積立金の取崩

－ －

剰余金の配当 △96,454 △96,454

当期純利益 16,588 16,588

自己株式の取得 △47,569 △47,569 △47,569

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

50,806 50,806 50,806

当期変動額合計 △47,569 △127,435 50,806 50,806 △76,629

平成30年3月31日
期 末 残 高

△53,382 11,000,804 266,857 266,857 11,267,662

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１.　資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

 その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法　 主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

２.　固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産　　　　　　　　　　 定額法（ただし、車両運搬具については定率法）を採

用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建　　　　物　　15年～50年

機械及び装置　　５年～９年

（2）無形固定資産　　　　　　　　　　 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいております。

３.　引当金の計上基準

（1）貸倒引当金　　　　　　　　　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

（2）賞与引当金　　　　　　　　　　　 従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度

末に負担すべき支給見込額を計上しております。
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（3）退職給付引当金　　　　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を

当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては､給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

（4）役員退職慰労引当金　　　　　　　 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

４.　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式にて処

理しております。

【貸借対照表に関する注記】

１.　担保資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建 物 335,284千円

機 械 及 び 装 置 458,113

土 地 3,096,712

計 3,890,110

(2) 担保に係る債務

短 期 借 入 金 1,600,000千円

1年内返済予定の長期借入金

長 期 借 入 金

400,000

400,000

計 2,400,000

２.　有形固定資産の減価償却累計額 14,010,752千円
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【株主資本等変動計算書に関する注記】

１.　当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普 通 株 式 7,767,800株

２.　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 　112,798株

３.　剰余金の配当に関する事項

(1)　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配 当 金 の
総 額 ( 千 円 )

1株当たり配当額
( 円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年６月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 58,179 7.5 平成29年３月31日 平成29年６月29日

平成29年10月18日
取 締 役 会

普通株式 38,275 5.0 平成29年９月30日 平成29年12月５日

計 96,454

(2)　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決 議 予 定
株 式 の
種 　 類

配 当 の
原 　 資

配当金の
総額(千円)

1株当たり
配当額(円)

基 準 日
効 力
発 生 日

平成30年６月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式
利　益
剰余金

38,275 5.0 平成30年３月31日 平成30年６月27日

４.　新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類

及び数

該当事項はありません。
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【税効果会計に関する注記】

１.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 57,134千円

役員退職慰労引当金 98,409

退職給付引当金 38,423

投資有価証券評価損 18,527

未払事業税 5,597

減損損失

未払費用

18,751

8,433

その他 8,926

繰延税金資産小計 254,203

評価性引当額 △118,069

繰延税金資産合計 136,134

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △99,197

特別償却準備金 △11,793

固定資産圧縮積立金 △8,387

繰延税金負債合計 △119,378

繰延税金資産の純額 16,756
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【金融商品に関する注記】

１.　金融商品の状況に関する事項

　(1)　金融商品に対する取組方針

当社は、主に屋根材の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金

（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、ま

た、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

なお、当社はデリバティブ取引は一切行っておりません。

　(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。当該リスクに関しては、当社の与信管理に係る規定に従い、取引先ごとの期日及び

残高管理を行うとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク及

び市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行

体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を

継続的に見直しております。

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、未払金及び未払費用は、すべてが１

年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、長

期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものです。変動金利の借入金は、金利

の変動リスクに晒されております。

また、営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、未払金及び未払費用、並びに

借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成・更新

するとともに、手許流動性の維持などにより管理しております。

－ 22 －

重要な会計方針



２.　金融商品の時価等に関する事項

平成30年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお

りません（（注２）参照）。

（単 位：千 円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現 金 及 び 預 金 1,818,961 1,818,961 ―

（２）受 取 手 形 779,466

貸 倒 引 当 金 （ ＊ 1 ） △400

779,066 779,066 ―

（３）電 子 記 録 債 権 156,185 156,185 ―

（４）売 掛 金 957,647

貸 倒 引 当 金 （ ＊ 2 ） △3,006

954,640 954,640 ―

（５）投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 526,144 526,144 ―

資産計 4,234,998 4,234,998 ―

（１）支 払 手 形 192,393 192,393 ―

（２）電 子 記 録 債 務 900,845 900,845 ―

（３）買 掛 金 323,070 323,070 ―

（４）短 期 借 入 金 2,000,000 2,000,000 ―

（５）未 払 金 170,599 170,599 ―

（６）未 払 費 用 211,737 211,737 ―

（７）長期借入金（１年内返済予定の

長 期 借 入 金 を 含 む ）
825,000 836,283 11,283

負債計 4,623,645 4,634,929 11,283

（＊1）受取手形に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（＊2）売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

（１）現金及び預金、（２）受取手形、（３）電子記録債権、（４）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

（５）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債

（１）支払手形、（２）電子記録債務、（３）買掛金、（４）短期借入金、（５）未払金、　 

（６）未払費用、

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

（７）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（貸借対照表計上額　43,560千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため、「資産（５）投資有価証券」には含めておりません。

【関連当事者との取引に関する注記】

特に記載すべき事項はありません。

【１株当たり情報に関する注記】

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

1,471円93銭

2円16銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年５月16日

株式会社　鶴弥

取締役会　御中

監査法人東海会計社

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 後 藤 久 貴 

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 国 光 大 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社鶴
弥の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第５１期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明
細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性
について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びそ
の附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査
には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を
検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
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監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月1日から平成30年３月31日までの第51期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び

第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 金融商品取引法に定める「財務計算に関する書類その他の情報の適

正性を確保する体制の整備」については、取締役・内部監査室等及

び監査法人東海会計社（以下、「会計監査人」という）から当該内

部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報

告及びその附属明細書について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な

会計方針及びその他の注記）並びにその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

     なお、金融商品取引法に定める「財務計算に関する書類その他の

情報の適正性を確保する体制」については、取締役・内部監査室等

及び会計監査人から、本監査報告書の作成時点において開示すべき

重要な不備はない旨の報告を受けております。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月22日

株式会社　鶴弥　監査役会

常勤 社外監査役 稲 田 康 孝 ㊞

社外監査役 鶴 見 秀 夫 ㊞

監 査 役 髙 須 　 光 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開

等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類

金銭

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円

総額は38,275,010円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月27日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社の株式数

１

　
つる

鶴
 

　
み

見
 

　
 

　
 

　
さとる

哲
(昭和41年７月24日生)

平成元年４月　当社入社

平成８年７月　当社営業開発部長

平成９年６月　当社取締役営業開発部長

平成12年６月　当社常務取締役社長室長兼営業開

発部長

平成13年２月　当社常務取締役社長室長

平成16年６月　当社代表取締役専務社長室長

平成16年９月　当社代表取締役専務

平成18年６月　当社代表取締役専務製造本部長

平成20年６月　当社代表取締役社長

（現在に至る）

1,551,200株

（取締役候補者とした理由）

鶴見哲氏は、当社において営業部門で役職を歴任し、平成９年に取締役就任後も、

管理部門、製造部門の役職を歴任し、平成20年より代表取締役社長として当社の経

営にあたっております。こうした経歴から、経営全般において豊富な経験と知識を

有しており、今後も経営者として企業価値向上に資する経営を行うことができると

判断し、引き続き候補者とするものであります。
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候 補 者
番 号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社の株式数

２

　
みつ

三
 

　
い

井
 

　
しん

真
 

　
じ

司
(昭和48年11月16日生)

平成11年４月　当社入社

平成20年11月　当社阿久比工場長

平成24年６月　当社取締役阿久比工場長

（現在に至る）

4,000株

（取締役候補者とした理由）

三井真司氏は、当社において管理部門及び製造部門で役職を歴任しており、

平成24年より取締役として経営に携わっております。

こうした経歴から、製造分野を中心に、豊富な経験と知識を有しており、今後

も経営者として企業価値向上に資する経営を行うことができると判断し、引き

続き候補者とするものであります。

３

 

　
みつ

満
 

　
だ

田
 

　
かつ

勝
 

　
み

己
(昭和46年７月17日生)

平成６年４月　当社入社

平成20年６月　当社事業開発室長

平成24年７月　当社営業企画部長

平成28年４月　当社執行役員営業企画部長

平成29年６月　当社取締役営業部長兼営業企画部長

平成30年４月　当社取締役営業部長

（現在に至る）

2,000株

（取締役候補者とした理由）

満田勝己氏は、当社において営業部門における役職を歴任しており、平成29年

より取締役として経営に携わっております。

こうした経歴から、営業・販売分野を中心に、豊富な経験と知識を有してお

り、今後も経営者として企業価値向上に資する経営を行うことができると判断

し、引き続き候補者とするものであります。

４

※
つの

角
 

　
もり

森
 

　
かず

一
 

　
お

夫
(昭和47年１月18日生)

平成６年４月　当社入社

平成26年４月　当社経理室長

平成28年４月　当社執行役員社長室長兼経理室長

（現在に至る）

－株

（取締役候補者とした理由）

角森一夫氏は、当社において管理部門における役職を歴任しており、平成28年

より執行役員として重要な職務を経験しております。

こうした経歴から、企画・管理分野を中心に、豊富な経験と知識を活かすこと

により、当社の更なる企業価値向上に貢献できると判断し、新たに候補者とす

るものであります。

５

※
ね

根
 

　
ざき

崎
 

　
ひさ

尚
 

　
き

樹
(昭和48年２月７日生)

平成７年４月　当社入社

平成27年４月　当社本社工場長

平成28年６月　当社執行役員本社工場長

（現在に至る）

－株

（取締役候補者とした理由）

根崎尚樹氏は、当社において営業部門及び製造部門で役職を歴任しており、平

成28年より執行役員として重要な職務を経験しております。

こうした経歴から、製造分野を中心に、豊富な経験と知識を活かすことによ

り、当社の更なる企業価値向上に貢献できると判断し、新たに候補者とするも

のであります。
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候 補 者
番 号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社の株式数

６

　
たか

髙
 

　
がき

垣
 

　
とし

俊
 

　
ひさ

壽
(昭和25年６月23日生)

昭和48年４月　凸版印刷株式会社入社

平成４年12月　同社退職

平成５年１月　株式会社実践経営研究所入社

　　　　　　　同社専務取締役

平成13年１月　有限会社髙垣経営技術設立

　　　　　　　同社代表取締役（現任）

平成14年10月　大連日光企業コンサルタント有限

公司設立

　　　　　　　同社副董事長（現任）

平成23年６月　当社社外監査役

平成27年６月　当社社外取締役

（現在に至る）

－株

（社外取締役候補者とした理由）

髙垣俊壽氏は、品質管理や生産管理に係る業務経験や、技術士（経営工学部

門）、中小企業診断士、ISO90001 主任審査員、ISO14001の審査員補等の資格

を有するなど、経営コンサルタントとしての長年の経験と実績等に基づき、業

務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で当社経営に対する助言や監

督をいただけるものと判断したため、引き続き選任をお願いするものでありま

す。

（注）１．※印は新任候補者であります。

２．各候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。

３．髙垣俊壽氏は、社外取締役候補者であります。

４．髙垣俊壽氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての

在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役山内浩一氏及び榎本守氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退

任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準

に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

　なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたい

と存じます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
ふ

氏
り

　
が

　
な

名 略 歴

やま

山
うち

内
こう

浩
いち

一

平成13年６月　当社取締役

平成26年６月　当社常務取締役

　　　　　　　（現在に至る）

えの

榎
もと

本 　
まもる

守

平成18年６月　当社取締役

平成26年６月　当社常務取締役

　　　　　　　（現在に至る）

以上
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株主総会会場ご案内図

会場　愛知県半田市州の崎町２番地12

当社本社４階ホール

電話(0569)29－7311（代表）

下
り
坂
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日本福祉大学
半田キャンパス

パチンコ
ミカド
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N
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亀
崎
駅
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至武豊至半田

419

247
247

阿久比IC

交通　電車：JR亀崎駅より徒歩約20分です。

お車：知多半島道路阿久比ICより約７kmです。

当会場の駐車場をご利用ください。

地図


